
（２面に続く）

　家庭の事情などで子ども達が将来の夢を諦めることがあってはならないことである。
「貧困の連鎖」を断ち切るためにも、教育の機会均等は重要なことである。
　給付型奨学金制度の拡充、第二種（有利子）の「所得連動返還型奨学金制度」の導入を引き続き要請していく。

（注）入学料は、入学許可日（合格発表日）以降の学校が指定する
日までに納付が必要です。授業料については、概ね年収が９１０
万円未満の方は、申請することにより、高等学校就学支援金が支
給され、授業料の納付は必要ありません。

「高等学校等就学支援金」
※受給資格の確認は、年収ではなく、市町村民税所得割額(平成30年7月1日以降は、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合
算額)で行います。この額が30万4200円(平成30年7月1日以降は507,000円)以上の場合、授業料の全額を負担していただきます。
※上記年収はサラリーマン世帯の目安です（両親の一方が働いていて、高校生1人、中学生1人の家庭の場合）。年収目安は家庭の状況
（家族構成、サラリーマンか自営業か等）で大きく異なる場合があります。必ず市町村民税所得割額を確認ください。

（注）授業料については、就学支援金、授業料支援補助金の給付対象となる場
合であっても、給付前に納期が到来する授業料等については、いったん納付す
る必要があります。入学料、授業料は学校により異なります。
※文部科学省　平成2９年度私立高等学校等授業料等の調査結果より抜粋

※２，３，４　文部科学省　平成30年12月発表
私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等調査結果より抜粋
（注）学校、選択した学科等により納付金額は異なりますのでご注意ください。

入学料については地域内、地域外に
よって異なる場合があります。その他
として、設備費や傷害保険、同窓会な
どの費用が必要な場合もあります。

奨学金制度を活用して、自己実現の未来のために。奨学金制度を活用して、自己実現の未来のために。奨学金制度を活用して、自己実現の未来のために。

１　府立高校（全日制課程普通科） 

 費経な要必 

入 学 料 ５，６５０円 

授 業 料 １１８，８００円（月額９，９００円） 

学 校 諸 費 学校、課程により異なります。 

 ２　府内の私立高校
 ）均平（費経な要必 

入 学 料

授 業 料

学 校 諸 費 

３　高校（全日制）に係る学習費（全国平均）
　　（単位：円）

第１学年 第２学年 第３学年 第１学年 第２学年 第３学年

359,059 233,270 130,943 976,614 683,144 544,735

,22料業授　　 254 － － 264,410 256,374 254,466

　　修学旅行・遠足・見学費 20,177 68,588 2,542 37,243 108,427 9,315

　　学級・児童会・生徒会費 14,163 12,448 12,631 11,606 10,603 12,686

415,31105,31544,41096,6029,6125,7費会ＡＴＰ　　

　　その他の学校納付金　※１ 34,676 22,906 27,830 337,633 126,627 130,512

315397631,549143622金附寄　　

　　教科書費・教科書以外の図書費 32,722 18,851 11,204 34,486 18,819 13,716

　　学用品・実験実習材料費 31,989 8,759 7,008 32,201 9,333 7,271

686,71859,54011,27351,51536,93827,36費動活外科教　　

062,17238,47883,47049,53176,14466,75費学通　　

578,2968,7387,07681,2914,4509,25服制　　

861,5887,7497,51590,5711,7492,51費品用学通　　

357,5022,2973,6074,4229,1047,5他のそ　　

129,075 159,695 214,781 202,377 256,017 310,905

488,134 392,965 345,724 1,178,991 939,161 855,640　学　習　費　総　額　（Ⓐ＋Ⓑ）

私立

内
訳

区      分

　Ⓐ学校教育費

　Ⓑ学校外活動費　※２

公立

大学等における1年次納入金参考例

奨 学 制 度 一 覧 表（ 抜 粋 ）

高校における１年次納付金（入学料・授業料、学習費）参考例

１　国公立大学

日本学生支援機構

名　　称 資　　格 学種・貸与額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

必要な経費 

入 学 料

授 業 料

２８２，０００円 

５３５，８００円 

２　私立大学
初年度学生納付金（文科系学部）初年度学生納付金（理科系学部） 

入 学 料

授 業 料

施設設備費   

計

２３１，８１１円

７８１，００３円

１５２，４９６円

１，１６５，３１０円

２５4，９４１円

１，１０１，８５４円

１８４，１０２円

１，５４０，８９６円

３　私立短期大学
 初年度学生納付金 

入 学 料 

授 業 料 

施設設備費   １７４，５４８円 

計 

２４４，９４８円 

６９９，８７６円 

１，２６８，０６７円 

４　私立高等専門学校
 初年度学生納付金 

入 学 料 

授 業 料 

施設設備費 １２７，１７４円 

２０２，６０９円 

７８５，２６１円 

４５５，４７８円 

 計

平成 31 年 3 月現在

申込みの問い合わせは、
在学する学校へ
（浪人生も同様）

わからないこと、知りたいことは
ホームページ
http://www.jasso.go.jp/
モバイルサイト
http://daigakujc.jp/jasso/

○申込資格
・第一種奨学金（無利子）
特に優れた学生、生徒で、経済的理由により
著しく修学困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

・第二種奨学金（有利子）
優れた学生、生徒で、経済的理由により修学
困難な者
（※学力・所得等の基準有り）

・給付奨学金
2020年4月から給付奨学金の拡充が予定されて
います。
制度の詳細や最新の情報については文部科学
省ホームページ「高等教育段階の教育費負担
軽減」をご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/huta
nkeigen/index.htm

○募集期間
・大学等在学採用
４月より募集
大学・短大・専修（専門）に在学し
ている学生

・大学等予約採用
夏頃に募集（予定）
大学・短大・専修（専門）に進学を
希望している生徒

・海外留学予約採用（第二種奨学金）
年間数回の募集（進学前）
海外の大学に進学を希望している
生徒

・海外留学在学採用（第二種奨学金）
年間数回の募集（進学後）
海外の大学に在学している学生

○貸与期間
・在学する学校の標準修業年限の
終期まで貸与

○緊急時の申込
大学等に在学中、家計支持者の失職、病気
等により家計が急変し、奨学金を必要とす
る場合は随時に奨学生として採用します。
（在学校へ申出）

○大学等予約の対象者
高校３年生、浪人生（２浪まで）高等学校卒
業程度認定試験合格者（科目合格者、受験
手続済みの人含む）

○海外留学予約の対象者
高校３年生、浪人生（3浪まで）
高等学校卒業程度認定試験合格者
（科目合格者、受験手続済みの人含む）
＊海外留学の奨学金は緊急時の申込の制度
なし

※詳細についてはそれぞれの在学している
学校でご確認ください。

在学する学校

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
日本学生支援機構

・第一種（無利子） (自宅通学：月額)　※自宅外月額あり
短　大

大　学

専修（専門）

※上記における貸与月額は、平成30年度進学者から適用
また、世帯の年収・所得が別途定める基準以上の方は、最高月額以
外の月額から選択。
・第二種(有利子)　大学・短大・専修(専門)
　2万円～12万円（1万円単位）から選択 年0.14％ 2019.3現在（利率固定方式）
・入学時特別増額貸与奨学金（有利子）
　一時金として10・20・30・40・50万円を貸与 年0.34％ 2019.3現在（利率固定方式）
※利率の算定方法には、利率固定方式の他に利率見直し方式があります。
・海外留学の奨学金（第二種奨学金と同じ）

大阪府育英会

令和2年度 入学時増額奨学資金が変更になります。

都島区網島町6-20
大阪私学会館内
℡(06)6357-6272
http://www.fu-ikuei.or.jp

■貸付対象
保護者（親権者）が大阪府民であって、下記所得基準
（保護者所得合算）を満たし、高等等に進学を希
望、又は在籍する生徒の方
■所得基準
○奨学資金
1 国公立・私立とも
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算
418,500円未満(年収めやす(※1)800万円未満)
2 私立のみ
道府県民税所得割・市町村民税所得割額の合算額
418,500円以上578,500円未満(同800万円以上1,000万円未満)
(※1)年収めやすは、保護者のうちどちらか一方が働き、
子ども２人(高校生１人・中学生１人)の４人世帯の場合
の例です。（実際は、道府県民税所得割額と市町村民税
所得割額の合算（保護者合算）により判定します。）

○入学時増額奨学資金
国公立・私立とも　道府県民税所得割額と市町村民
税所得割額の合算  257,500円未満(同590万円未満)

■募集期間
○予約募集（奨学資金・入学時増額
奨学資金）
中学校3年生時の８月下旬～１０月上
旬頃で各学校が定める期間

○在学募集（奨学資金のみ）（※３）
高校等進学（進級）後の４月中旬～５
月上旬頃で各学校が定める期間

（※３）入学時増額奨学資金は進学
後に、申込みはできません。

■貸付期間
奨学生採用年の４月から、在学する学校
の最短修業年限の終期まで

■貸付期間
高校等入学前
※進学後の貸付はできません。

■予約採用後の手続き
高校等への進学後、各学校が定める期間内
に、所定の手続きを行うことで正式に奨学生と
なります。（手続きをしなかった場合は辞退し
たものとみなされます。）

■緊急時の申込
生徒が、保護者（親権者）の失業や病気等によ
り家計が急変し、修学が困難となった場合、随
時奨学金貸付の申込ができます。

■貸付対象校
・高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
・特別支援学校高等部
・高等専門学校
・専修学校高等課程（修業年限1年以上）

■返還
返済された奨学金は、後輩たちの奨学金の資金
になります。約束どおりの返還が困難な場合
は、速やかに大阪府育英会にご連絡ください。

在学する学校、又は
大阪府育英会採用
貸付課

■貸付限度額【年額】
※貸付額は下記貸付限度額の範囲内で希望する額
　[１万円単位]　(無利子)
1 国公立・私立とも
授業料実質負担額(※2)＋その他教育費10万円
（授業料負担が実質無償となる場合は、10万円）
2 私立のみ
　24万円
(授業料実質負担額(※)が24万円を下回る場合は、その額。また、
道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算が418,500円以
上507,000円未満（年収めやす800万円以上910万円未満)で、私
立高校生を含んで２人以上の子どもを扶養する世帯が大阪府授
業料支援補助金の給付を受ける場合は、貸付限度額が異なる、
もしくは貸付対象外となる場合があります。）
(※2)各校の授業料年額から、国の就学支援金や大阪府授業料支援補助
金、学校独自の減免等を差し引いた、実質的な授業料負担額をいいます。

・国公立　…　5万円以内
・私　立　…　25万円以内

国公立　最高月額45,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円
私　立　最高月額53,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円、40,000円
国公立　最高月額45,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円
私　立　最高月額54,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円、40,000円
国公立　最高月額45,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円
私　立　最高月額53,000円
　　　　最高月額以外20,000円、30,000円、40,000円

１９４，２５３円 

５７６，１９４円 

 円１１６，６２ 等費備設設施

学校、課程により異なります。 

※１　当該学校に入学するための入学検定料・入学金，私立学校における施設設備資金及び上記以外の学校
納付金で、保健衛生費、日本スポーツ振興センター共済金等の安全会掛金、後援会費、冷暖房費、学芸
会費等として徴収した経費。

※２　補助学習費及びその他の学校外活動費の合計。予習・復
習・補習などの学校教育に関係する学習をするために支
出した経費や知識や技能を身に付け、豊かな感性を培
い、心とからだの健全な発達を目的としたけいこごとや
学習活動、スポーツ、文化活動などに要した経費。

※文部科学省　子どもの学習費調査（平成26年度全国平均　
平成27年12月24日公表）より抜粋。

記載内容は、2019年度

入学生を対象とした貸付

内容等です。今後変更に

なる場合があります。

・国公立学校に進学する場合　　5万円（通信制課程も同額）
・私立学校に進学する場合　25万円（通信制課程は15万円）
　上記の範囲内で希望する額（1万円単位）

１.自由な論議の場を！

２.行政の主体性の確立

３.エセ同和行為の排除

運動スローガン和

（1）2019年（令和元年）9月25日（毎月25日発行） 1987年（昭和62年）9月5日第3種郵便物認可自 由 同 和 大 阪 版

ホームページ http://jiyudowa-osaka.org/
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版
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■発行所

自由同和会大阪府本部事務局

堺市堺区宿屋町西1丁1番22号 三徳ビル3F

電話（072）224-1111

■発行人　畑中幸司

大阪府本部新たに西成支部が設立
令和元年8月2日（金）開催の理事会にて承認される。

西成支部 支 部 長
副支部長
事務局長

森 　 治 夫
酒 井 幸 一
伴 　 武 樹



（１面から続く）

市 町 村 奨 学 制 度 一 覧 表
平成 31 年 4 月現在

大阪府公立高等学校
定時制課程及び通信制
課程修学奨励費

名　　称 資　　格 学種・貸与額 募集時期・貸与期間 取扱窓口

府教育庁教育振興室
高等学校課
中央区大手前3-2-12
℡(06)６９４１-０３５１
　内線３４３２

１　大阪府の区域内にある公立高等学校の定時制課程又は通

信制課程に在学している35歳未満の者であること。

２　経済的理由により著しく修学が困難な者であって、生徒本

人及び保護者（親権者等）それぞれの道府県民税・市町

村民税所得割の合計額が85,500円未満であること。また、

平成31年４月１日時点で生徒に保護者がいない場合は、当

該生徒本人の道府県民税・市町村民税所得割額の合計額

が85,500円未満の者。

３　経常的収入を得る職業に就いている者であり、原則として

年間120日以上勤務していること。

４　大阪府育英会奨学金の貸与を受けていない者であること。

５　原則として4年間で修了し卒業までに至る学習計画を有すると認められる者

であること。（教科・科目の履修状況、修得単位等が一定以上であること。

◎申請時期
10月上旬～10月下旬（予定）

◎貸与決定時期
12月上旬（予定）

※申請時期及び貸与決定時期につい
ては、変更になる場合があります。

◎返還免除
１　高等学校の定時制課程又は通信制課程

を卒業した場合、その他これに準ずると
認められる場合

２　転勤その他やむを得ない理由により退学
した場合

３　死亡、疾病、災害その他やむを得ない理
由により修学奨励費を返還することが困
難であると認められる場合

在籍する学校

◎貸与額
月額９，０００円に申請年度の在学月数を乗じた額

※　奨学のための給付金を給付される者は、上記の貸与額から奨学
のための給付金の給付決定額を減じた額が貸与額となります。
また、教科用図書購入代金相当分の額を、上記の貸与額に加算
する場合があります。

生活福祉資金貸付制度
教育支援資金
（教育支援費・就学支度費）

（社福）大阪府社会福祉協議会
中央区中寺1-1-54
℡(06)6762-9474  
http://www.osakafusyakyo.or.jp

・大阪府内に居住していること

・他からの融資を受けることが困難な低所得世帯

○随時申込
（事前相談必要）

○入学年度の４月末までに申し込むこと

○高校には、専修学校の高等課程を含みます。
○短大には、専修学校の専門課程を含みます。

（大学院・外国留学は対象外）

市区町村の
社会福祉協議会
（大阪市内は各区
保健福祉課）

・教育支援費（月額）（無利子）
高校 … 35,000円以内
高専 … 60,000円以内
短大 … 60,000円以内
大学 … 65,000円以内

・就学支度費（無利子）
　500,000円以内

母子・父子・寡婦福祉資金
貸付制度
（修学資金・就学支度資金）

子を扶養する親が居住する市町
の福祉事務所等（福祉事務所の
設置されていない町村にお住ま
いの方は府子ども家庭ｾﾝﾀｰ）
http://www.pref.osaka.lg.jp/katei
shien/boshikatei/kashitsuke.html

20歳未満の子を扶養している母子家庭の母、父子
家庭の父、寡婦（配偶者の無い女性（かつて母子
家庭の母だった方）。が扶養する子、もしくは父母
のいない20歳未満の児童。なお、返済能力のある
母や父、第三者を連帯保証人に設けることで、子自
身が借主として貸付申請できる場合もあります。

※20歳未満の子が申請する場合は、連帯保証人
と法定代理人が必要

※返済能力を有すること

○申込期間
・修学資金／入学決定後随時
・就学支度資金／入学決定後～入学
金等納入前

※要件により貸付できない場合があり
ます。貸付金の交付までに時間を要
しますので、お早めにご相談くださ
い。

○修学資金の貸与期間
申請月から在学する学校の最短修
学年限の終期まで貸付

○高校授業料実質無償化分は貸付対象外

※日本学生支援機構・大阪府育英会等との併用
については、貸付限度額との差額の範囲内で、
貸付が受けられる場合があります。

※外国留学は貸付対象外
※返済開始：卒業後6か月間の据置期間経過後
※違約金：年5.0％

子を扶養する親が
居住する市町福祉
事務所（福祉事務
所が設置されていな
い町村にお住まい
の場合は府子ども
家庭センター）

・修学資金（月額）
※府内高校は私立・公立とも授業料無償のため貸付対象外
府外私立高校（自宅外）…52,500円以内（無償化との差額）
※公立・自宅通学の場合　大学・短大・専門学校… 67,500円以内

　　　　　　　　　　　　 大学院（修士）…………132,000円以内
・就学支度資金（入学時のみ）※公立・自宅通学の場合
高校・高専 150,000円以内　短大・大学 370,000円以内
大学院 380,000円以内
※必要かつ返済可能な範囲での貸付額となります。
※貸付上限額は、自宅通学・自宅外通学、公立・私立等の区分によ
り異なります。

介護福祉士修学資金
社会福祉士修学資金

（社福）大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
中央区中寺1-1-54
℡(06)6776-2943
(修学資金直通)

http://www.osakafusyakyo.or.jp
/fcenter/Cms/Public/topic/16

介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設に在学
する方で、卒業後、大阪府内の社会福祉施設等
で介護福祉士又は社会福祉士として就労すること
を希望する方。

※社会福祉士養成施設に福祉系大学は含まれま
せん。

○一般募集
・申請期間
　４月初旬～４月下旬
・貸付期間　在学期間

○入学前募集
・申請期間
養成施設入学前に生活保護受給世
帯の者であって入学後に生活保護
が廃止される見込みの方を対象。申
請は養成施設合格後から3月末ま
で。

・貸付期間　在学期間

返還の免除
　介護福祉士もしくは社会福祉士養成施設を卒
業後、介護福祉士又は社会福祉士として大阪府
内の社会福祉施設等で介護又は相談援助の業務
に引き続き５年間従事したとき。

　返還免除要件を満たさない場合や養成施設を
退学した場合は、貸付期間と同等の期間で一括
もしくは分割のいずれかの方法によりで返還して
いただきます。

在学している
養成施設

(社福）大阪府社会
福祉協議会に直接
申し込み

・貸付金（無利子）
介護福祉士・社会福祉士　月額 50,000円以内

※１ 貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内、最終回に就職準備
金として200,000円以内をそれぞれ加算することができます。ただし、貸付
対象者が夜間部、社会福祉士短期養成施設または通信課程に在学する場
合は就職準備金の貸付けはできません。
※２ 介護福祉士国家試験を受験する意思のある方については、国家試験
受験対策費用として、一年度当たり40,000円を加算することができます。
※３ 養成施設入学前に生活保護受給世帯の方であって入学後に生活保護
が廃止された方（以下「生活保護受給世帯であった方」という。）又はこれ
に準ずる経済状況にある方（以下「準ずる経済状況の方」という。）につい
ては、生活費の一部に充当できる費用（以下「生活費加算」という。）を加
算することができます。ただし、生活保護費との併給は認められません。
＜生活費加算の額＞
●生活保護受給世帯であった方
貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）に掲げる額のうち、
貸付対象者の年齢に対応する年齢区分に相当する額以内。注）貸付決定
後に転居・加齢等を理由とする額の変更は行いません。ひと月あたり
33,560円から43,300円までの範囲内で加算できます。注）貸付申請時の居
住地及び年齢によって加算限度額が異なります。）
●準じる経済状況の方

保育士修学資金

問合せ先
（社福）大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
中央区中寺1-1-54
℡(06)6776-2943

http://www.osakafusyakyo.or.jp
/fcenter/

1.優秀な学生であって、かつ家庭の経済状況等か
ら真に修学資金の貸付が必要な方

2.大阪府内に在住している又は大阪府内の指定
保育士養成施設にしており、卒業後大阪府内の保
育所等で就労することを希望する方

3.指定保育士養成施設で学ばれる方

○申請期間
・通常申請
入学後4月末日まで養成施設にて申請

・事前申請
入学前、10月1日～2月28日
ただし低所得世帯に属する高校3年生
対象
（平成30年度実績）

○貸付期間
在学期間

○返還の免除
卒業後５年間府内の保育所等に従事した場合　

○通常申請
在学する養成施設

○事前申請
大阪府社会福祉協
議会
大阪福祉人材支援
センター支援セン
ター

・保育士修学資金（無利子）

学費月額　　　５万円以内（月額）

入学準備金　２０万円以内（入学時）

就職準備金　２０万円以内（卒業時）など

島 本 町

豊 能 町

能 勢 町

泉 佐 野 市

貝 塚 市

岸 和 田 市

高 石 市

和 泉 市

大 阪 狭 山 市

河 内 長 野 市

富 田 林 市

柏 原 市

八 尾 市

東 大 阪 市

交 野 市

門 真 市

大 東 市

枚 方 市

守 口 市

摂 津 市

茨 木 市

高 槻 市

吹 田 市

箕 面 市

池 田 市

豊 中 市

堺 市

大 阪 市

国公立 私　立

月　額 月　額

年額

32,000

年額

32,000

年額

32,000

年額

32,000

年額

80,000

年額

200,000

年額

80,000

年額

200,000

※ 3,000 ※ 3,000

年額

50,000

年額

50,000

年額

50,000

年額

50,000

4,000 4,000 4,000 4,000

10,000 10,000

7,000 10,000 11,000 14,000 7,000 10,000 11,000 14,000

4,000 4,000 4,000 4,000

3,500 3,500

7,000 14,000 7,000 14,000

4,500 6,500 4,500 6,500

6,000 6,000 12,000 12,000 6,000 6,000

5,000 5,000 5,000 5,000

8,000 13,000 14,000 17,000

15,000 20,000 15,000 20,000

4,000 4,000 4,000 4,000

3,000 3,000

12,000 12,000

6,000 8,000

12,000 12,000

6,000 8,000

12,000 12,000 12,000 12,000

5,000 5,000 5,000 5,000

15,000 15,000 30,000 30,000 15,000 15,000 30,000 30,000

12,000 12,000 25,000 25,000 25,000 25,00012,000 12,000

4,000 10,000

7,000 7,000

年額

40,000

年額

40,000

年額

60,000

年額

60,000

年額

40,000

年額

40,000

年額

60,000

年額

60,000

年額

150,000

年額

150,000

年額

150,000

年額

150,000

年額

40,000

年額

40,000

年額

40,000

年額

40,000

年額

60,000

年額

150,000

年額

150,000

年額

200,000

年額

60,000

年額

150,000

年額

60,000

年額

150,000

30,000

以内

40,000

以内

30,000

以内

40,000

以内

年額

第 1学年

107,000

上記以外

72,000

以内

年額

第 1学年

107,000

上記以外

72,000

以内

国公立 私　立

月　額 月　額

国公立 私　立

月　額 月　額

国公立 私　立

給付・
貸付の別

他
の
奨
学
金
と

の
併
給
の
可
否月　額 月　額

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

給付

無利子貸付

無利子貸与

無利子貸付

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸与

無利子貸付

無利子貸付 可

可

可

可

可

可

可

可

不可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

不可

可

可

可

可

可

給付型とは
併給不可

貸与型とは
併用不可

可

給付型
とは

併給不可

給付型
とは

併給不可

無利子
貸付

給付

無利子
貸付

無利子
貸与

無利子
貸与

円 円 円 円 円 円 円 円

高 校 大 学

高 等 課 程市 町 村 名

専 修 学 校

専 門 課 程 募 集 期 間 担 当 課 担 当 課

６月中～７月１日
（各学校で設定）

学校経営管理センター
事務管理担当
06-6575-4649

学務課奨学係
072-228-7485

教育総務課　学務係
06-6858-2553

総務・学務課
072-754-6291

学務課
06-6384-2458

学務課学事チーム
072-674-7627

学務課
050-7105-8043

学校管理課
072-810-8011

指導課奨学金係
072-972-1698（ﾀ ｲ゙ﾔﾙｲﾝ）

教育指導室人権教育係
0721-25-1000( 内 364)

学校教育課
072-275-6434

学校教育課
072-493-2090( 直通 )

学務課　学事係　072-620-1684

子育て支援課　06－6383－1980（直通）

教委総務課　06-6995-3152

学事課　06-4309-3272

教育指導課　0721-53-1111( 内 762)

学校教育グループ　072-366-0011( 内 810)

学校教育部指導室　0725-99-8160（直通）

教育総務部総務課学事担当　072-423-9607

学校教育課　072-433-7108(ﾀ ｲ゙ﾔﾙｲﾝ)

生涯教育課　072-734-2451（直通）

教育総務課　072-739-3426

教育総務課　075-962-0390

教育総務課　0725-22-1122

学務給食課奨学係　072-924-3872( 直通）

学校管理課　072-870-9642

学校教育課指導・人権教育Ｇ 06-6902-7042(直通 )

大阪市内に住所を有し、市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）で、高等学校、中等教育学校の後期
課程又は高等専門学校に通学する生徒。
※府の奨学のための給付金対象者は当該給付金額を控除する。大阪府以外の給付型奨学金を受ける場合
は、支給を停止、又は減額することがある。
請求にあたっては領収書等必要。

・高校1年生と特別支援学校高等部に通学する生徒。世帯の前年分所得により審査。採用予定人員480 名
・大阪府の「奨学のための給付金」との併給不可

所得制限あり

・経済的理由のため学資の支弁が困難な者。　・採用予定人数：若干名
※申請は高校・大学1年生に限る

・専修学校：修業年限２年以上が対象
・採用予定者数：各年度の貸与計画による。
・市民税非課税世帯対象（ただし生活保護世帯除く）

市民税所得割非課税措置に準ずる世帯で、学習意欲があるとの学校長推薦が得られる生徒に、学習用図
書等の購入費用の支援として支給する。（生活保護世帯を除く）

専修学校は修学年限２年以上が対象

住民税課税標準額の低い順に予算の範囲内で選定。但し、府の奨学のための給付金対象者は選定の対象
としない。

所得制限あり
連帯保証人が必要

総額２５万円（１年生年額１５万円、２・３年生年額５万円） 
採用予定10 名程度

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合を除く。
予算の範囲内で給付約１００名

中等教育学校の後期課程及び高専は高校と同じ。短大は専修学校と同じ。

連帯保証人が必要。

【平成 30 年３月以前から引き続き高等学校等に在学されている方が対象】市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）

・所得制限あり　・校長推薦必要（※一部変更予定）

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合等を除く。所得制限あり。連帯保証人必要。

短大及び高専４年以上は大学と同じ、高専１～３年生は高校と同じ。

対象：住民税非課税世帯・準ずる世帯（生活保護世帯を除く。） 採用：120 名予定

学校長の推薦、連帯保証人が必要

大阪府育英会等、他の貸与型との併給不可　所得制限あり。連帯保証人が必要

短大は大学と同じ。所得制限あり

平成30年度採用者（平成31年度入学者）は左記のとおり。平成31年度採用者（平成32年度入学者）より改定予定。

所得制限あり　保証人が必要

保証人が必要　短大及び高専（４年以上）は大学と同じ

高等専門学校は高校と同じ

世帯の前年分所得等により審査（生活保護世帯を除く）を行い、定員（250 名）を選考する。

大阪府育英会との併給は不可、専修学校は高等課程のみ、短大は大学と同じ。平成 31年度以降は専門職大学及び専門職短期大学も貸付対象

生活保護法により高等学校等就学費を受けることができる場合を除く。所得制限あり。レポート及び面接による選考あり。

7.1～7.10

3月～翌1月末

5.1～ 5.31 その後随時

2月～3月

６月中

1.5～1.31

2.1～2.28

1.5～3月末

4.10 ～ 5.20

６月

12月～3月

3月初旬～4月初旬

6.１～ 6.30

４月中

2月初旬～3月中旬

4.初旬～4.下旬

12月初旬～中旬頃

８月・１月

４月初旬

１月中旬～２月下旬

4.8～ 5.8

12.1～1.10

3.1～ 4.30

10.1～11.15/12.1～1.31

４月中

４月頃

年額

150,000

以内

年額

300,000

以内

年額

150,000

以内

年額

300,000

以内
可

無利子
貸付

学校生活支援課
072-724-6760

・貸付額については担当課にお問い合わせください。
・専修学校：修業年限２年以上が対象
・採用予定者数：各年度の貸与計画による。

４月頃
その後随時

一斉受付4月
随時受付 5.1～3.31

予約募集11.1～11.30
追加募集 6月下旬～7月上旬

忠 岡 町
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